
 

ケーズデンキ甲府店 

 

「大規模集客施設等の立地に関する方針」に基づく 

立地計画説明会 
 

 
【本説明会の開催趣旨】 

本説明会は「大規模集客施設等の立地に関する方針」に基づき開催するもの

です。立地計画書届出者は、届出後速やかに、立地計画の概要を周知するため

の説明会を開催するよう定められています。 

本日の立地計画説明会につきましては、去る７月３１日の山梨日日新聞により

ご案内（公告）しています。 

 
 

       平成２６年８月７日 

       甲府市総合市民会館（会議室４） 

 

 

 

建物設置者 株式会社ケーズホールディングス 

 











 

 

第１号様式 

立 地 計 画 書 （新設） 

 

                                平成 26 年 7 月 16 日 

 

山梨県知事 殿 

 

住 所 茨城県水戸市柳町一丁目 13 番 20 号 

名 称 株式会社ケーズホールディングス 

代表者氏名 代表取締役 遠藤 裕之 

（担当者氏名・連絡先電話番号） 

担当者氏名 企画・開発本部 建築部 川上 幸洋 

連 絡 先 029-226-2764 

 

 大規模集客施設等の立地に関する方針（第３章２（１）①）により、次のとおり届け出ます。 

大規模集客施設等の名称 ケーズデンキ甲府店 

大規模集客施設等の立地

を予定する場所 

（所在地）山梨県甲府市国母五丁目2152番 外 

（位置図）別添  ※１ 

大規模集客施設等の規模

及び業種  

（合計床面積）  ※２ 約12,700㎡（予定） 

（敷地面積）       15,824㎡ 

（駐車場収容台数）      約300台（予定） 

（施設で営む主な業種） 小売業 

 大規模小売店舗の 

概要 

 

（店舗面積）  ※２    約6,000㎡（予定） 

（核となる店舗の小売業者名）株式会社ケーズホールディングス 

（その業態及び主な販売品目）大型家電店  家電製品 

（その他のテナント名） なし 

立地（開業）までの 

スケジュール 

（必要な法定手続の種類・着手予定時期） ※３ 

建築基準法：建築確認申請       平成26年10月 

大規模小売店舗立地法：新設の届出   平成26年12月 

（着工予定年月日）平成27年2月 

（開業予定年月日）平成27年9月 

 ※１ 施設の位置関係がわかるような図面（A4）を添付してください。 
 ※２ 複数棟の集客施設が一体的に利用される場合は、その床面積の合計を記入してください。（P13

参照） 
 ※３ 大規模小売店舗立地法・都市計画法・農地法・農業振興地域整備法・環境影響評価法・県環境影

響評価条例・土壌汚染対策法・土地区画整理法・建築基準法・県宅地開発事業の基準に関する条例

・森林法等に定める手続のうち、後続の法定手続として必要なものを記入し、その着手予定時期を

併記してください。（P14 参照） 
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【意見書の提出について】 

●趣旨 

県では、広域にわたり都市構造に影響を与える大規模集客施設等（床面積６千㎡を超える

店舗、飲食店など）の立地の適正化を図るため、「大規模集客施設等の立地に関する方針」を

策定し、施設の設置者から早期に立地計画を届け出ていただいた上で、関係者がその計画に

対する意見を県に提出できる仕組みづくりを行っています。 

このたび、この方針に基づき立地計画書の届出がありましたので、関係市町村の住民の皆

様から御意見を募集します。 

寄せられました御意見につきましては、その概要を後日公表させていただきますとともに、

この立地計画に対して設置者に対し県が意見を述べる際の参考とさせていただく予定です。 

●募集する対象市町村の範囲 

意見を提出できる方は、次の市町にお住まいの方又は本拠を有する法人・団体に限ります。 

甲府市、山梨市、北杜市、甲斐市、笛吹市、中央市、昭和町、市川三郷町、身延町 

及び富士河口湖町 

●提出期限 

平成２６年７月２５日から、 「立地計画説明会開催報告書」の公表後２週間まで 

●提出方法及び提出先 

「意見書（第５号様式の２）」の様式により、次のいずれかの方法で提出してください。 

※様式につきましては、山梨県のホームページをご確認ください。 

（郵送） 〒４００－８５０１ 甲府市丸の内一丁目６番１号 山梨県庁 商業振興金融課 

（ファクシミリ） ０５５（２２３）１５３４ 

（電子メール） shougyo@pref.yamanashi.lg.jp 

※電話による御意見はお受けしかねますので、予め御了承ください。 

●提出の際の留意事項 

提出にあたっては、提出される方の住所、氏名等連絡先（法人にあってはその名称及び

所在地等）を明記してください。 

●意見の取扱い 

提出していただいた御意見については、その概要を県ホームページで公表します。住所、

氏名など個人に関する情報は公開しないことはもとより、他の目的で使用することは一切

ありません。 

●お問い合わせ先 

山梨県庁 商業振興金融課 商業流通・サービス業担当 （電話０５５（２２３）１５３６） 

 


